
   
 
 
 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項目 規定の条文 点検結果
２４時間３
６５日の救
急医療 

●救急部に常勤の医師を２名以
上配置すること 
●診療時間外においては内科系
医師､外科系医師､専門家系（眼
科、耳鼻科等）医師、産婦人科
医師をそれぞれ配置すること 

× 
※１名 
× 

※専門医はオ
ンコール対応

小児救急医
療 

●非常勤講師を含む１０名以上
の小児科診療体制の中で小児救
急医療を行うこと 

× 
※７名 

母児二次救
急医療 

●神奈川県周産期救急システム
に協力病院として参加すること
（人的体制を除き、施設をＮＩ
ＣＵ基準とすること） 
●実施する医療の内容・体制は、
横浜市母児二次救急システム実
施要綱の規定に準じたものとす
ること（複数体制） 

× 
※不参加 
 
 

× 
※１月～３月
は１名体制 

精神科救急
医療 

※平成２０年３月３１日までに
提供 

× 
 

精神科合併
症医療 

※平成２０年３月３１日までに
提供 

× 
 

緩和ケア医
療 

●開院後速やかに施設基準を取
得すること 

△ 
17 年度は準
備期間 

アレルギー
疾患医療 

●みなと赤十字病院を拠点とし
て、アレルギー専門医による病
病・病診連携の体制を確立する
こと 

× 
※専門医連携
体制なし 

災害時医療 ●患者、職員用の食料 3 日分
（9,000食）の備蓄 
●通常使用する医薬材料等の院
内における在庫確保（最低 3 日
分程度） 
●市の依頼に基づく医薬材料の
備蓄及び他の備蓄拠点からの更
新対象医薬材料等の受け入れ 

× 
※食料、医薬
材料の院内在
庫等の非常用
分の数量が明
示なし 

医療におけ
る安全管理 

●医療事故の公表は、横浜市の
基準に基づき行うこと 
●安全管理責任者等は、横浜市
が開催する横浜市立病院安全管
理者会議に参加し、決定事項に
従い、必要な取組みを行うこと

× 
※日赤基準に
よる 

× 
※日赤規定に
よる 

医療倫理に
基づく医療
の提供 

●院内倫理委員会の委員には女
性及び尋問科学系を専門とする
外部の有識者を含むこと 

× 
※女性が含ま
れず 

地域医療機
関連携支援
と地域医療
の質向上 

●(財)日本医療機能評価機構が
行う医療機能評価を速やかに受
審し、認定を受けること 

△ 
※平成 18年 1
月申し込み 

市民参加の
推進 

●病院の医療機能や実施状況に
ついて市民が把握し、病院運営
に市民の意見を反映させるため
「市民委員会(仮称)」を設置し、
運営すること 
●病院事業管理者が別に示す設
置準則に従って運用する 

× 
※市民委員会
は設置されな
かった 

収入金 ●各月の収納状況について収納
実績月報を作成し、翌月 5 日ま
でに提出すること 

× 
※提出期日守
れず 
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横
浜
市
は
２
０
０
２
年
４

月
、
「
官
か
ら
民
へ
」
を
推
進
す

る
中
田
市
長
就
任
以
降
、
既
存

の
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し

の
一
貫
と
し
て
「
市
立
病
院
の

あ
り
方
検
討
」
を
す
す
め
ま
し

た
。
旧
市
立
港
湾
病
院
（
３
０

０
床
）
の
施
設
更
新
を
機
に
「
委

譲
に
よ
る
民
営
化
」
を
め
ざ
す 

年
４
月
に
開
設
。
初
年
度
の
平

成
１
７
年
度
決
算
で
は
、
病
床

利
用
率
８
０
％
弱
、
赤
字
は
３

２
億
円
に
の
ぼ
り
ま
す
。
横
浜

市
は
政
策
医
療
（
救
急
医
療
、

緩
和
ケ
ア
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患

医
療
、
災
害
医
療
拠
点
病
院
機

能
な
ど
）
に
対
す
る
交
付
金
４

億
５
千
万
円
だ
け
は
日
本
赤
十

字
社
に
支
払
い
ま
す
が
、
赤
字

は
全
て
日
赤
側
の
責
任
と
な
り

ま
す
。
こ
の
３
２
億
円
の
赤
字

を
「
５
年
間
で
解
消
す
る
こ
と

に
し
て
い
る
が
、
な
か
な
か
厳

し
い
の
で
は
」
と
の
説
明
で
し

た
。
す
で
に
診
療
単
価
の
引
き

上
げ
が
行
わ
れ
、
ま
た
左
表
の

よ
う
に
、
指
定
管
理
業
務
が
遵

守
さ
れ
ず
、
医
療
の
質
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。 

結
局
赤
字
の
し
わ
よ
せ
は
患

者
負
担
増
と
病
院
職
員
の
労
働

条
件
悪
化
、
医
師
数
な
ど
の
切

り
下
げ
に
き
て
し
ま
い
ま
す
。 

 院内の正規職員と非正規職員の割合も市の担当者は把握していません。市の持ち出しが減らせ
たかどうかを当局の最大の関心事や成果とする方向は、自治体の本来の役割から外れるのでは。

先
の
市
長
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
松
崎
市
長

は
「
市
民
病
院
の
再
生
」
と
し
て
「
民
営
化
や
移
転

も
視
野
に
入
れ
、
高
齢
化
対
応
医
療
や
小
児
を
含
む

救
急
医
療
な
ど
専
門
分
野
へ
の
特
化
を
検
討
」
と
打

ち
出
し
ま
し
た
。 

日
本
共
産
党
は
８
日
、
横
浜
市
が
赤
十
字
本
社
に

運
営
を
委
託
し
た
横
浜
市
立
み
な
と
赤
十
字
病
院
を

視
察
し
ま
し
た
。「
赤
字
解
消
」「
政
策
的
に
必
要
な

医
療
機
能
を
担
う
病
院
が
公
設
公
営
で
あ
る
必
要
は

な
い
」
と
鳴
り
物
入
り
で
民
営
化
さ
れ
た
同
病
院
で

す
が
、
視
察
か
ら
見
え
て
き
た
実
態
は
・
・
・

こ
と
と
し
、
そ
れ
が
困
難
な
場
合

は
「
公
設
民
営
」
（
民
間
委
託
）
に

移
行
す
る
と
い
う
方
針
を
決
定
し

ま
し
た
。
松
崎
市
長
が
め
ざ
す
浦

安
市
川
市
民
病
院
の
方
向
性
と
手

法
が
そ
っ
く
り
で
す
。 

 

３
８
５
億
円
の
建
設
費
を
か
け

従
来
の
倍
の
病
床
数
（
一
般
病
床

５
８
４
、
精
神
病
床
５
０
、
計
６

    

港
湾
病
院
に
代
わ
る
市
立
み

な
と
赤
十
字
病
院
は
日
本
赤
十

字
社
が
指
定
管
理
者
と
し
て
昨 

横
浜
市
立
み
な
と
赤
十
字

病
院
の
屋
上
ヘ
リ
ポ
ー
ト

を
視
察
す
る
党
浦
安
・
市

川
市
議
団
と
み
せ
麻
里
党

市
女
性
児
童
部
長 

３
４
床
）
と
最
新
医
療
設
備
を

備
え
、
防
災
拠
点
と
し
て
の
免

震
構
造
、
屋
上
ヘ
リ
ポ
ー
ト
、

船
着
場
を
設
け
た
威
容
を
誇
る

建
物
で
す
が
、
市
の
思
惑
通
り

に
建
物
ご
と
買
い
取
っ
て
運
営

し
て
く
れ
る
民
間
事
業
者
は
現

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
市
の
担
当

者
は
「
３
２
０
億
円
く
ら
い
ま

で
値
下
げ
し
た
が
、
買
い
取
っ

て
く
れ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
運

営
委
託
な
ら
引
き
受
け
る
と
い

う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
た
」

と
「
民
設
民
営
」
で
は
な
く
「
公

設
民
営
」
と
な
っ
た
経
緯
を
説

明
し
て
い
ま
す
。


